
１号認定（満３歳以上で、教育を希望）

3歳 4歳 5歳

幼稚園 公 日向幼稚園 ― ― ― 40 40 40 120 幼稚園 公 日向幼稚園 25 （19） 30 （25） 30 （25） 85 （69）

公 なるとうこども園 ― ― ― 30 45 45 120 公 なるとうこども園 15 （10） 15 （12） 20 （18） 50 （40）

公 しらはたこども園 ― ― ― 30 30 30 90 公 しらはたこども園 10 （６） 15 （10） 15 （13） 40 （29）

公 なんごうこども園 ― ― ― 0 10 10 20 公 なんごうこども園 0 （０） 5 （１） 5 （０） 10 （１）

公 まつおこども園 ― ― ― 8 8 8 24 公 まつおこども園 5 （１） 5 （２） 10 （５） 20 （８）

公 おおひらこども園 ― ― ― 10 15 15 40 公 おおひらこども園 5 （３） 10 （９） 10 （８） 25 （20）

― ― ― 118 148 148 414 60 （39） 80 （59） 90 （59） 230 （167）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

公 なるとうこども園 3 17 20 20 30 30 120 公 なるとうこども園 6 （６） 24 （17） 30 （25） 40 （34） 40 （36） 40 （31） 180 （149）

公 しらはたこども園 3 17 20 20 30 30 120 公 しらはたこども園 6 （５） 14 （12） 20 （18） 25 （22） 25 （22） 30 （25） 120 （104）

公 なんごうこども園 3 5 12 20 20 30 90 公 なんごうこども園 3 （３） 10 （６） 17 （11） 15 （９） 15 （10） 20 （16） 80 （55）

公 まつおこども園 6 15 20 20 20 20 101 公 まつおこども園 3 （２） 10 （７） 17 （12） 20 （14） 25 （19） 25 （20） 100 （74）

公 おおひらこども園 3 10 20 17 25 25 100 公 おおひらこども園 3 （２） 10 （６） 12 （10） 20 （13） 20 （９） 25 （17） 90 （57）

18 64 92 97 125 135 531 21 （18） 68 （48） 96 （76） 120 （92） 125 （96） 140 （109） 570 （439）

私 日向保育園 9 12 12 18 19 20 90 私 日向保育園

私 若杉保育園 9 12 12 18 19 20 90 私 若杉保育園

私 蓮沼保育園（※） 3 6 10 13 14 14 60 私 蓮沼保育園

21 30 34 49 52 54 240

私 キッズアップ 2 1 2 ― ― ― 5 私 キッズアップ

私 五反田こどもの家 2 4 4 ― ― ― 10 私 五反田こどもの家

4 5 6 ― ― ― 15

43 99 132 146 177 189 786 194 825

（※）R3：90人→80人、R4：80人→70人、R5：70人→60人へそれぞれ利用定員を変更しています。

　【認可定員・利用定員】　
　　「認可定員」とは、教育・保育施設等の設置にあたり認可もしくは認定され、保育室や職員数を勘案して決定される施設の受け入れ上限定員をいいます。
　　「利用定員」とは、利用児童数をもとに、市が決める定員をいい、利用定員は認可定員に一致させることが基本です。ただし、恒常的に利用人員が少ない場合は、各歳児の認可定員を超えない範囲で利用
　　状況（直近の実利用人員実績や今後の見込み等）を反映して設定することができます。

― ― 15

合　計（1⃣＋2⃣＋3⃣） 合　計（1⃣＋2⃣＋3⃣） 46 103 136 169 177

小　計　3⃣ 小　計　3⃣ 4 5 6 ―

5

2 4 4 ― ― ― 10

54 240

地域型保育 地域型保育

2 1 2 ― ― ―

14 14 60

小　計　2⃣ 小　計　2⃣ 21 30 34 49 52

保育園 保育園

3 6 10 13

19 20 90

9 12 12 18 19 20 90

9 12 12 18

5歳

認定こども園 認定こども園

小　計　1⃣ 小　計　1⃣

施設区分 施設名
利用定員（３号認定） 利用定員（２号認定）

計
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳

２号認定（満３歳以上で、保育を希望）、３号認定（満３歳未満で、保育を希望）

施設区分 施設名
利用定員（３号認定） 利用定員（２号認定）

計

― ― ―

合　計 合　計 ― ― ―

認定こども園 認定こども園

―

― ― ―

― ― ―

― ― ―

― ―

各認定区分における利用定員（提供量）について（案）

　【変更理由】　
　　　令和元年10月に幼児教育・保育の無償化が開始されてから、３歳以上児については保育ニーズ（２号認定）が増加傾向に転じたため、教育ニーズ（１号認定）については、第２期山武市子ども・子育て
　　支援事業計画（以下、「計画」）で定めた利用定員と比較すると、大きく乖離しています。また、千葉県こども計画の策定に伴い、県と市の計画の整合性を図る必要があるため、第３期計画における利用
　　定員については、現状の入園児童数に合わせて各認定区分における利用定員を算定し、下記のとおり変更を行います。

【変更前】第２期計画（～R6.3.31） 【変更後】第３期計画（R7.4.1～）

※ 参考：（　）内の数字は、R7.2.1現在の児童数です。

施設区分 施設名 0歳 1歳 2歳 2歳
利用定員（１号認定）

計
3歳 4歳 5歳

利用定員（１号認定）
計 施設区分 施設名 0歳 1歳

― ― ―


